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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，石油連盟

（PAJ）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の

審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS K 2513:2000 は改正さ

れ，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 K 2513：2025 
 

石油製品－銅板腐食試験方法 
Petroleum products-Corrosiveness to copper-Copper strip test 

 
序文 

この規格は，1998 年に第 3 版として発行された ISO 2160 を基とし，国内の実情に合わせるため，技術

的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS K 2258-1 又は JIS K 2258-2 によって測定した蒸気圧が 124 kPa 以下の石油製品の銅に

対する腐食性を試験する方法について規定する。ただし，芳香族製品，グリース類及び電気絶縁油には適

用しない。 

この試験方法には，ボンベ法と試験管法とがあり，ボンベ法は，航空ガソリン及び航空タービン燃料油

に適用し，試験管法は，それ以外の石油製品に適用する。 

警告 1 この規格は，危険な試薬，操作及び試験器を用いることがあるが，安全な使用方法を全てに規

定しているわけではないので，この試験方法の使用者は，試験に先立って，適切な安全上及び

健康上の禁止事項を決めておかなければならない。 

警告 2 ボンベ法で適用範囲外の試料を行う場合は，高い蒸気圧によって試験温度においてボンベに損

傷を与えるおそれがないか安全データシート（SDS）を確認するなど試料の性状及び性質を十

分理解して安全に配慮する必要がある。 

注記 1 芳香族製品の銅板腐食試験方法として JIS K 2435-1 がある。また，グリースの銅板腐食試験方

法として JIS K 2220 がある。 

注記 2 蒸気圧が 124 kPa を超える石油製品（例えば，液化石油ガス）の銅板腐食試験方法として JIS K 

2240 がある。また，電気絶縁油の銅板腐食試験方法に関連する方法として，JIS C 2101 の腐食

性硫黄がある。 

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 2160:1998，Petroleum products－Corrosiveness to copper－Copper strip test （MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こ

とを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項


